
1

【資料５】

空き家に関する補助⾦制度の
今後の方向性について
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新たな空き家に関する補助金制度の創設イメージ

視点１ 起業家誘致や商業振興による空き家等の利活用視点１ 起業家誘致や商業振興による空き家等の利活用

視点２ 移住・定住促進による空き家等の利活用視点２ 移住・定住促進による空き家等の利活用

〇 今後、空き家に関する補助⾦制度については、時流や地域の実情に応じた制度となるよう、
補助⾦利⽤者のニーズにあった補助メニューを整備し、より⼀層町内の空き家等の利活⽤や
適正管理を図る。

〇 その中で、町では今後、次の視点で空き家の利活⽤および適正管理に取り組む。

利活⽤

適正管理
視点１ 除却による空家等の適正管理視点１ 除却による空家等の適正管理
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新たな空き家に関する補助金制度の創設イメージ（利活用）
■これまでの補助⾦利⽤者について

・現⾏の補助⾦制度において、補助⾦の申請は9件であり、補助上限額を大幅に上回るものは3件である。
・補助⾦申請者は、空き家の所有者よりも利⽤者のほうが多く、補助⾦利⽤者からは「最⼤補助額にあわ
せて工事を実施した」「300万では足りない」「十分直すことができた」と様々な声が挙がっている。
→今般の補助⾦⾒直しでは、空き家利⽤者がより使いやすい補助制度を目指す。

No. 申請者区分 契約種別 総事業費（円） 補助金額（円） 加算措置
1 所有者 賃貸 8,998,307 3,000,000 なし
2 所有者 賃貸 6,650,000 3,000,000 なし
3 利用者 売買 6,620,000 3,200,000 あり
4 利用者 売買 6,604,000 3,000,000 なし
5 利用者 賃貸 6,410,000 3,200,000 あり
6 利用者 売買 6,100,000 3,000,000 なし
7 利用者 賃貸 6,060,000 3,000,000 なし
8 所有者 賃貸 5,805,786 2,902,000 なし
9 利用者 売買 4,349,587 2,174,000 なし
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新たな空き家に関する補助金制度の創設イメージ（利活用）
■愛荘町空家等利活⽤推進補助⾦
目的︓空家等の有効活⽤を⾏うとともに、移住・定住の促進、商業振興等による地域の活性化等を図る。

対象物件 空き家バンクに登録されている物件
対象者 空き家バンク登録物件の所有者または利⽤者
補助率 事業費に対して２分の１

補助上限額
２００万円
※ただし、補助⾦申請者⾃⾝が当該物件を住居または店舗として使⽤しない場合は
１００万円とする。

加算措置

（１）子育て世帯・・・２０万円 （２）転入・・・２０万円
（３）転居・・・２０万円 （４）多世代同居・・・５０万円
（５）除却・・・５０万円 （６）耐震改修・・・１００万円
（７）結婚新生活支援・・・３０万円
（８）別に定める区域へ新規出店する場合・・・１００万円

その他
・同⼀物件に対して１度限り
・同一の交付申請者による申請は、同⼀年度につき１回限り
・物件所有者が補助事業を実施した空家等に自ら居住しないこと
・３親等以内の親族への売買、譲渡または賃貸は不可
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新たな空き家に関する補助金制度の創設イメージ（適正管理）
■（仮称）愛荘町管理不全空家等除却補助⾦
目的︓近隣住⺠に与える環境問題や危険の解消を最優先とし、空家等の周辺の環境改善と安⼼安全の向

上を目的に、管理不全空家の除去を⽀援する。

対象物件 ※管理不全空家、特定空家

対象者 空家等の所有者、管理者、相続⼈等

補助率 事業費に対して２分の１

補助上限額 ５０万円

条件等 ・愛荘町に対し、税⾦や使⽤料の未納が無い事。
・建物の解体だけでなく、門扉や樹⽊等も除去し更地にすること。

その他 国から町に対し５分の２の補助⾦制度があります。
（50万円を交付すれば国から20万円の補助⾦）



6
管理不全空家︓特定空家の発⽣を未然に防ぐため新たに位置付けされた制度。現地調査により認定され、

指導・勧告を⾏うことで、空家の⼟地にかかる固定資産税の軽減が外されます。
認定については、町で専決認定し委員の⽅へ認定報告とそれに対する意⾒徴収を書⾯
にて通知します。
空家発生 → 管理不全空家（固定資産税の軽減解除） → 特定空家

新たな空き家に関する補助金制度の創設イメージ（適正管理）



7

空き家除却後の土地について
■空き地バンク制度の導⼊
目的︓空き家除却後の⼟地について、新たな利⽤者を探すことで⼟地所有者の負担軽減を図る。

・空き家等を適切に管理していなかった者が、空き家除却後の⼟地を適切に管理できるかは疑問が残る。
・適切に管理されなかった結果、空き家除却後の⼟地において草⽊が繁茂したり、ゴミの不法投棄が発
生したりすることで、近隣住⺠からの苦情が発⽣する原因となる。
・また、住宅を除却することで固定資産税の住宅⽤地特例が解除され、⼟地所有者の経済的負担が増加
し、ますます管理しなくなる原因となる可能性がある。
・空き地バンク制度を導⼊し、新たな⼟地の利⽤者を早期に探すことで、上記のような課題を未然に防
ぐことが可能となる。

考え方

導入にあたっての検討事項
・空き地バンクで取り扱う土地について
→法務省所管の相続⼟地国庫帰属制度で申請できない⼟地、帰属不承認となった⼟地は不適当と
考えられる（次ページ以降参照）。
また、移住・定住の促進の観点から、地目が宅地となっているものに限定すべきと考える。

賃貸・売買
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相続土地国庫帰属制度で取り扱わない土地①
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相続土地国庫帰属制度で取り扱わない土地②
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相続土地国庫帰属制度で取り扱わない土地③
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相続土地国庫帰属制度で取り扱わない土地④
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相続土地国庫帰属制度で取り扱わない土地⑤


